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○問合せ　　水戸地方法務局　人権擁護課　　☎０２９－２２７－９９１９

「第12 回 もらワンちゃん 緑のカーテンコンテスト」参加者募集
　市では、市民のみなさんのご協力をいただきながら、地球温暖化防止やごみの減量化に取り組んでいます。
　今年もこれからの暑い夏に向け、地球温暖化防止や節電対策として市内に「緑のカーテン」を広めるため、

「第12 回 もらワンちゃん 緑のカーテンコンテスト」を実施します。
　みなさんからの参加応募をお待ちしています。

対 象 施 設 市内の一般家庭・会社・店舗　など

植物の種類
緑のカーテン状になるものであれば自由です。
※つる性植物の種（キュウリやゴーヤなど）を市役所総合案内

と環境衛生課（市役所２階）で無料配布します。

応 募 方 法

応募用紙（裏面）に必要事項を記入の上、
「緑のカーテンの写真または画像」を添付し、
９月末までに環境衛生課へお持ちください。
※郵送・メールでも応募できます。

【郵　送】〒 318-8511　高萩市本町 1-100-1
　　　　　高萩市役所　環境衛生課　環境衛生グループ　宛

【メール】kankyou@city.takahagi.l
エル

g.jp

入　　　賞 入賞者には、後日表彰を予定しています。

○コンテスト概要

○問合せ　　環境衛生課　　☎２３－７０３１

６月１日は「人権擁護委員の日」
　全国人権擁護委員連合会では、毎年６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、
人権擁護委員制度の周知と人権尊重思想の普及高揚を呼び掛けています。
　人権擁護委員は、地域住民のみなさんからの人権相談を電話で受け付けてい
ます（秘密厳守）。

　市町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された人です。
　地域住民からの人権相談解決のお手伝いや人権侵犯の被害者の救済、人権に
関心を持ってもらえるようなさまざまな啓発活動を行っています。

　人権擁護委員とは？

相談窓口

【受付時間】①～③ 平日 8：30 ～ 17：15（休日を除く）
①みんなの人権１１０番　　　☎０５７０－００３－１１０
②子どもの人権１１０番　　　☎０１２０－００７－１１０
③女性の人権ホットライン　　☎０５７０－０７０－８１０
④インターネット人権相談（https://www.jinken.go.jp/）※ 24 時間受付

相 談 員 人権擁護委員・法務局職員
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ふ り が な
氏名（または団体名）

連　絡　先
〒
高萩市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

植物の種類 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　苗　・　種　】

カーテンの大きさ 幅：　　　　　　　m　　　　　　　　　高さ：　　　　　　　m

効　　　果
・室内の気温は　　【 下がった ・ どちらでもない ・ 不明 】
・“下がった”に○をした人にお聞きします。
　気温は何℃くらい下がりましたか？　　【　　　　℃】

緑のカーテンを
設置した感想

　（良かったこと、
　　困ったこと、
　　工夫したこと
　　　　　　等々）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜応募用紙＞

◆　写真は、緑のカーテン全体が写っているもので、応募者が著作権を有し、被写体あるいは建物の
　　所有者から事前に了解を得ているものをご提出願います。
◆　Ｅメールでの送付の場合は、３MB 以上は受信できませんので、ご注意ください。
◆　提出書類・写真は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
◆　応募いただいた写真やコメント等は、市の広報・ホームページ等に使用する場合があります。
　　その際、お名前を紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。

【写真添付欄】

「第12 回 もらワンちゃん 緑のカーテンコンテスト」
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